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１ 事業方針 
市との連携体制のもと、質の高い保育の実施と地域における役割を継続する一方で、民

間としての柔軟性を取り入れ、経営的な視点を持ちながら事業団の円滑な経営に努めます。 

 

２ 事業内容 

（１）理事会・評議員会等の開催 

事業計画、予算、決算、その他重要事項等について、理事会・評議員会で十分な審議  

を図り、適切な組織運営に努めます。 

（２）適正な会計処理の実施 

関係法令、社会福祉法人会計基準省令に従い、適切な会計処理を行います。また、経

理規程に基づく月次報告等により適正な予算の執行管理に努めます。 

（３）円滑な事業経営 

関係法令の遵守、各種規程類の整備を行い、円滑な事業経営を推進します。 

（４）情報開示 

事業団ホームページにて、事業団及び各園に関する情報の開示を行います。 

（５）職員の資質及び能力の向上 

事業団職員としての資質の向上及び社会福祉法人会計制度の習得のために、研修等に

参加し能力の向上を図ります。 

 

３ 令和５年度の重点事業 

（１）保育士の職場環境の向上 

   保育士が園にて行っている事務作業等の軽減を図るとともに、保育現場の声に耳を傾

け、保育以外の業務について外部委託等の検討をするなど、保育士がより保育に専念で

きる職場環境づくりに努めます。 

（２）連携による事務の効率化と保育の質の向上 

   市との連携を深め、情報やノウハウを共有することで、事務の効率化を進めます。ま

た、安定的な園の運営、保育の質の向上と保育の場におけるＳＤＧｓの取り組みを推進

していきます。 

    




























































